
公正採用選考人権啓発推進員を選任
・常時使用の従業員数が10人以上の事業所

・常時使用の従業員数が10人未満で、就職差別事件又はこれに類する事象を

起こした事業所では必ず推進員を選んでください。 

公正採用選考人権啓発推進員研修会を

受講（毎年度1回）
年3回・県内3か所で鳥取県・鳥取労働局が行う研修会を受けてください。

事業所内で人権・同和問題研修を実施
（毎年度1回）
講演会・座談会・懇談会・討論会・動画・映画等による研修を行ってください。 

人権・同和問題研修実施状況を報告
（毎年4月10日まで）
事業所内でどのような研修を行ったかを、鳥取県へ報告してください。
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公正採用選考人権啓発推進員を報告
推進員を新たに選んだ場合又は変更された場合は、事業所を管轄する

公共職業安定所長に報告してください。
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事業所内での公正採用への取組のお願い
〜差別のない明るい職場をつくりましょう〜

鳥取県 商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課（〒680-8570 鳥取市東町1-220）
ＴＥＬ：０８５７-２６-７６６２ ＦＡＸ：０８５７-２６-８１６９ E-mail：koyou-hataraki@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/291438.htm
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